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一般社団法人埼玉県土木施設維持管理協会と下水道管路施設等の 

災害事象等による復旧支援業務に関する協定を締結します 
 

 埼玉県下水道局では、下水道管路施設等の復旧支援業務について、災害時における応援協

定を締結し、防災力の一層の強化を図っています。 

 この度、一般社団法人埼玉県土木施設維持管理協会と、新たに協定を締結します。 

 

● 日時 

  令和７年１１月１２日（水曜日） 

    １５時３０分から１５時４５分 

 

● 場所 

  下水道事業管理者室 
 

● 協定締結先 

 一般社団法人埼玉県土木施設維持管理協会 

  ・ 協定の名称 

    災害事象等による復旧支援業務に関する協定 

  ・ 主な出席者  

    一般社団法人埼玉県土木施設維持管理協会 会長 山口 新次 様 

    埼玉県下水道事業管理者 北田 健夫 

  ・ 協定の概要 

     自然災害により下水道管路施設等が被災した場合又は下水道管路施設等に災害に

発展するおそれのある事象が発生した場合に、一般社団法人埼玉県土木施設維持管

理協会に支援の要請することで、下水道管路施設等の機能の早期復旧を図る。 

   令和７年１１月５日 
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